
 

 

 

 
平成 23年４月７日 

各   位 

会 社 名 東京日産コンピュータシステム株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長 齊 藤  学

  (ＪＡＳＤＡＱ・コード ３３１６)

問 合 せ 先 総務・ＩＲ部長 兼 子 裕 道

電 話 0 3－ 5 4 6 6－ 5 5 3 0 (代 表 )  

 

 

金融庁による課徴金納付命令の決定について 

 

 

当社は、平成23年３月８日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」を開示いたしました

が、この度、金融庁から平成23年４月７日付で、納付すべき課徴金の額3,000,000円及び納付期限を平成23年６月８日

とする旨の決定を受けましたので、お知らせいたします。 

 

当社は、金融庁からの課徴金納付命令を真摯に受け止め、再発の防止と信頼の回復に努めてまいります。 

株主の皆様をはじめ多くの関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し

あげます。 

 

 以 上 
 
 
 
 
 
 


